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鏡支所管内の人の動き（10月末現在）

（△10）5,785 世帯【世帯数】
人 （△50）【人口数】 15,160

（女）
（男）

（　　）は前月比

　鏡支所２階

市長、副市長、政策審議監及び秘書広報課 ３４－１１６０ 財政部長、財政課 ３３－４１０６

企画振興部長、企画政策課 ３３－４１０４ 新庁舎建設課 ４５－５５２３

課等

鏡支所地域振興課

鏡建設地域事務所

鏡農林水産地域事務所

（△27）
（△23）7,053 人

8,107 人

電話番号

５２－２１３１

５２－７８２０

５２－７８４２

地震前

鏡支所２階

鏡支所２階

鏡支所２階

保健センター２階

農事研修センター

鏡支所１階

移転後

総務部長 （内線）５２１７

　鏡支所３階

３３-４１１２危機管理課

（ ）は前月比

【世帯数】 ５，７３６世帯（△５８）

【人口数】 １５，０２０人（△７８）

（男） ７，００４人（△１７）

（女） ８，０１６人（△６１）

鏡支所管内の人の動き（４月末現在）

地震における本庁機能移転について
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4月14日（木）から続く「熊本地震」では鏡町で最大震度６弱を記録し、余震は１５００回を超え、いまだ継続中の未曾

有の災害となりました。八代市本庁舎は倒壊の危険性のため使用できなくなり、本庁の機能を千丁支所と鏡支所等に

分散し、業務を継続しております。

なお、鏡支所等関係の移転は下記の通りです。

※鏡支所市民環境課、地籍調査課、鏡健康福祉地域事務所、鏡保健センター、鏡文化センター（文化振興、公民

館）は変更ありません。

また、鏡支所、鏡保健センター、鏡文化センター、農事セ研修センターでの配置は下記の通りです。

議会事務局 ３２－５９８４ 情報政策課 ３３－４１０３

市民環境部長 （内線）５５２１ 人事課 ３３－４１０２

　鏡支所３階

　鏡保健センター２階

文書統計課 ３３‐４１００

建設部長、建設政策課 ３３－４１１６ 土木課 ３３－４１２１
千丁建設地域事務所 ４６－１１０４ 鏡建設地域事務所 ５２－７８２０

　鏡文化センター

水産林務課 ３３－４１１９ フードバレー推進課 ３３－８７８０

　農事研修センター（旧改善センター）

農業委員会 ３３－６３４２ 用地課 ３３－６５１７
千丁農林水産事務所 ４６－１１０２ 鏡農林水産地域事務所 ５２－７８４２

農林水産部長 ３３－４１１７ 農林水産政策課 ３３－４１１７
農業振興課 ３３－８７５１ 農地整備課 ３３－４１１８

横江大橋通行止めについて

４月に発生した熊本地震により、横江大

橋は大きな被害を受けたため、現在通行

できない状況にあり、復旧には相当の期間

がかかることが考えられます。

道路管理者である熊本県には、迂回路

となる道路は狭く迂回する車両に対応でき

る環境にないことを説明し、改善策を要望

している所です。

近隣のみなさま、また迂回路となる道路

周辺のみなさまにも多大なご迷惑をおか

けしておりますが、ご理解のほどお願いい

たします。

野 崎

お問合せ先：鏡建設地域事務所 電話 ５２－７８２０

北新地



　　

家庭ごみの焼却は禁止です!!

平成２８年度市政協力員について

岡本 太

古田泰弘

本田 勉

稲積勝治

木村光徳(新)

早川 末廣(新)

島田 幹雄

福田孝夫

松田大右

木村要一(新)

改田謙一郎(新)

富永富士男(新)

坂井欣一

【野崎】

【宝出】

【外出】

【北出】

【大還】

【貝洲】

【硴原】

【塩浜】

【東区】

【中区】

【西区】

【港区】

家庭ごみの焼却、いわゆる「野焼き」は、法律により禁止されています。ま

た、焼却炉を使用する場合でも、法律で定められた構造基準（助熱装置、

温度測定装置など）を満たしたもの以外（簡易焼却炉、ドラム缶など）は使

用できません。

ごみを燃やしたときに発生する煙には、有害なダイオキシン等が含まれ

ている恐れがあるだけでなく、臭いが洗濯物についてしまうなど近隣の方

に迷惑が掛かります。より良い生活環境を作るため、「野焼き」はやめま

しょう。

平成２８年度の鏡支所管内の各区市政協

力員は、次のみなさんです。

八代市では、市民の福祉の増進と市政の

円滑な運営を図るため、非常勤特別職で

ある市政協力員の制度を設けており、鏡

支所管内では、各区の区長さんへ委嘱し

ています。

市が実施する各種の施策について、市や

支所と地域住民の方々とのパイプ役として

重要な役割を担われています。

【駅前】

【下有佐】

【有佐】

【中島】

【下村】

【上鏡】

【鏡村（仮屋）】
【鏡村（火の口）】

【内田東】

【内田西】

【鏡町】

【津口】

【芝口】

橘 正巳

榎本節男(新)

入田 栄

岡田康(新)

友田秀生

勝田正弘

松岡建昭

千原雄一

堤 友弘

森脇重敏

夘野木博美

森本友喜

平成２８年度市政協力員名簿

お問合せ先：鏡支所地域振興課

電話 ５２－２１３１

しょう。

消防庁防災マニュアルより屋内で地震にあったら

行
政
に
対
す
る
ご
意
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や
ご
要
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な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
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。

※
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く
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ら
れ
ま
す
。
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６
日
（月
）
九
時
～
十
二
時

場
所

鏡
支
所
第
一
会
議
室

「
行
政
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所
」
開
設

お問合せ先：鏡支所市民環境課 電話 ５２－１１１５

お
問
合
せ
先

鏡
支
所
市
民
環
境
課

電
話
５
２―

１
１
１
５

屋内で地震にあったときは、丈夫な机やテーブルなどの下にもぐり、机などの脚をしっかり

と握りましょう。また、頭を座布団などで保護して、揺れが収まるのを待ちましょう。

●突然大きな揺れに襲われたときは、まずは自分の身を安全に守れるように心がけましょう。

●戸を開けて、出入り口の確保をしましょう。

●棚や棚に乗せてあるもの、テレビなどが落ちてきたりするので、離れて揺れが収まるのを

待ちましょう。

●あわてて戸外に飛び出さないようにしましょう。

約20年に渡り、民生・児童委員とし

て貢献された功績を認められ、厚生

労働大臣表彰を受賞されました。

長い間、お疲れさまでした。

厚生労働大臣表彰 「
人
権
相
談
所
」
開
設

い
じ
め
・
体
罰
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庭
内
や
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所
の
ト
ラ

ブ
ル
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続
や
遺
言
・
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や
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家
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誉
や
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用
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銭
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、
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が
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ま
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ら
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。

※
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は
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堅
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ま
す
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日
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課
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２―

２
１
３
１

岩
永
英
毅
さ
ん
（津
口
）


